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ポスト冷戦と PKO

森 川 幸一

しはじめに

湾岸危機の最中に日本の「国際貢献」策の柱として上程され， 1990年11月に廃案となった

「国際連合平和協力法案」に続き，91年 9月，政府は，新たに「国際連合平和維持活動等に対

する協力に関する法律案」（以下「PKO協力法案」と略称）を国会に提出し，同法案は現在

参議院で継続審議中である。「PKO協力法案」が「国際貢献」の名を借りた自衛隊の海外派

遣法であることは，既に大方の指摘する所であり（1)，ここで改めて論じるまでもない。しか

し，同法案の持っこうした政治的意図の問題はひとまず脇に置くとしても，同法案にはなお

数々の問題点が残されているように思われる。本稿では国際法を専攻する筆者の問題関心に

即して，そこで協力の主たる対象ときれている「国際連合平和維持活動」（PKO）が，冷戦後

の世界において，果たして従来通りの性格を維持しつるかといった問題に焦点を当てながら，

PKOの全体像を概観し，そのうえで，日本の PKO参加に係わる同法案の問題点について若

干の指摘を行うことにしたい（2）。

II. PKOとは何ーか

1. PKO登場の背景

国連創設当時，国際安全保障の中核的制度と考えられたのは，国連による「集団安全保障」

(collective security）であった。「集団安全保障」は，19世紀に有力であった 「勢力均衡J

(balance of power）に代わ り，国連の前身である国際連盟の時代に初めて制度化され，国連

においてさらに強化された国際安全保障の一方式であるべ「勢力均衡」が，各国の軍備の自由

と同盟の自由とを前提に ，敵対関係にある相対立する勢力聞の力の均衡によって相互の安全

を保障しようとするものであったのに対し 「集団安全保障」は，対立関係にある国をも含め

た一つの集団の内部においてすべての国が武力の不行使を約束し合い，この約束に反して他

国を攻撃する国がある場合，残りのすべての国が共同の力でこれを鎮圧し，被害国の安全を

保障することをその基本とする。体制外に特定の仮想敵国を想定するか，体制内の不特定のメ

ンバーを鎮圧の対象とするかが両概念を区別する基本的メルクマールである。

こうした「集団安全保障」制度は，国連憲章において次のような形で法的な定式化を見た。
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すなわち，憲章は，「国際の平和と安全の維持Jを国連の第ーの目的として掲げ，その実現の

ための手段として，「紛争の平和的解決」（第VI章）と「平和に対する脅威，平和の破壊又は侵

略行為に関する行動J（第VII章）の手続を用意した（第 1条）。「紛争の平和的解決」は，国連

が，紛争当事者に対し紛争の平和的解決を求め（第33条），また適当な調整の手続または方法を

勧告し（第36条），さらには笑質的な解決条件を勧告する（第37条 2項）というもので，紛争当

事者に対して非強制的・中立的であることを特徴とする。この「紛争の平和的解決」も広義

には「集団安全保障jの一環として理解されるが，やはりその中核をなすのは，強制的・一方

的性格を有する第VII章の「平和に対する脅威，平和の破壊又は侵略行為に関する行動」であ

る。

その基本的構造は，まず「国際関係における武力による威嚇ま たは武力の行使」を一般的

に禁止したうえで（第 2条 4l1li），安保理が，「平和に対する脅威，平和の破壊又は侵略行為の

存在jを集権的に認定し（第四条前段），次いで「国際の平和と安全を維持し又は回復するた

めの」非軍事的措置（第41条）または軍事的措置（第42条）を決定する（第四条後段）というもの

である。このうち，国連に「牙」を与えるものとして特に重視された軍事的措置を有効に組織

するため，憲章は，各国に安保理の要請に応えて 「兵力， 援助及び使役jを提供させるために

必要な特別協定の締結を予定し（第43条）加えてかくして組織された国連軍を指揮・統制す

る安保理に軍事的な助言を与える軍事参謀委員会を設置した（第46,47条）。

国連の成立後，軍事参謀委員会は国連軍を組織するための前提となる特別協定の準備に取

りかかったが，戦後間もなく顕在化した東西冷戦の結果この計画は挫折し，実際には今日まで

特別協定は一つも結ばれず，「集団安全保障jを担保する笑力組織としての国連軍は未だ笑現

を見ていない。また，安保理の投票手続に組み込まれた拒否権（第27条 3項）のため，国家

間紛争であれ，内戦であれ東西の超大国のそれぞれが紛争当事者のそれぞれ一方を実質的に

支援するという形で現れる冷戦構造のなかで，「平和に対する脅威」等の認定および集団的措

置の決定は，湾岸問題が起きるまで，国｜療の平和と安全の問題とは直接関係を有しない例外

的ケース（66年，68年の対南ローデシア経済措置，77年の対南アフリカ武器禁輸措置）（叫を除き

行二わt1.ることはなカ言った。

こうした国連の「集団安全保障」に代わって，戦後の国際安全保障の現実を支配したのが，

「集団的自衛権」に基づく東西軍事同盟（WTO,NATO）聞の「勢力均衡jである。国連憲

章は，個別国家による武力行使を一般的に禁止した （第 2条 4項）とはいうものの，他国か

ら「武力攻撃」を受けた際の被害国の自衛のための武力行使はこれを例外的に許容し，かか

る「個別的自衛権」に加えて，新たに「集団的自衛権」という概念を導入した（第51条）。こ
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の「集団的自衛権Jとは，自国と密接な関係にある国が他国から武力攻撃を受けたときに被害

国を助けて反撃を加えることのできる権利である。但しそれは，「安全保障理事会が国際の平

和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間」一時的に認められる権利にすぎず，また，そ

の行使に当たってとられた措置は直ちに安全保障理事会に報告されなければならない（第51

条）。その意味で「集団的自衛権Jは，安保理による一定の制約に服するとはいえ ，個別国家

もしくはその集団が，第三者機関による客観的な判断を待たずに自らの主観的な判断の下に

武力行使を行いうる点で，国連の「集団安全保障」とは根本的に性格を異にする。

第二次大戦後の国｜祭安全保障の要として国連憲章に盛り込まれた 「集団安全保障」が，東

西冷戦の結果機能不全に陥るなか 一方で、この 「個別的・ 集団的自衛権」に基づく武力行使

が世界の各地で頻発することになった。しかし他方で，こうした国際関係の現実に直面した国

連は，国際平和維持に辛うじて寄与しうる最低限の機能領域として，「国連平和維持活動」

(peace keeping operations），いわゆる PKOを編み出し，これに新たな活路を求めるよう

になる。すなわち，1956年のスエズ動乱の際に，総会の決議に基づきエジプトに派遣された「国

連緊急軍」（UNEF・ I）の成功を契機として，その後これになら った類似の活動が60年代に

入ってから「平和維持活動」と総称されるようになり，それ以前に存在した1948年以来のパレ

スチナにおける「国連休戦監視機構」（UNTSO）等の監視団も遡って PKOのカテゴリーに

含めて理解されようになった（ヘ

2. PKOの特徴と類型

PKOは，「集団安全保障」や「集団的自衛権」 等とは異なり，国連創設時から予定されてい

たものではないため，国連憲章に明確な規定があるわけではなく，あくまで国際関係の現実に

対応するため国連の慣行を通じて経験的に発展してきた活動である。そのため，その概念は必

ずしも固定的なものではなく，将来にわたり修正を余儀なくされることも十分に考えられる。

しかし，これまで行われてきた PKOから抽出された一般的特徴を指摘することはなお可能

である。例えば，国連事務局の手になる『ブルー・ヘルメット』では，「紛争地域における国

際の平和と安全の維持または回復を助けるために，国連によ ってとられる軍事要員を伴うが

強制力を伴わない活動」という一般的定義が与えられている（的。

さらに，その具体的な諸特徴としては次のよ 7な点を挙げることができる（η。

① 紛争当事者，受け入れ国の同意 ・協力一非強制性

② 要員提供の任意性

③紛争に対する中立性一 紛争に対する特別利害関係国の除外
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④ 国連事務総長による指揮 ・統制

⑤ 自衛等の例外的状況の下での必要最小限の武力行使の許容

こうした諸特徴から窺い知れるように，PKOは，紛争自体の是非をひとまず棚上げして，紛

争当事者および受け入れ固め同意・協力の下協力固から任意に提供された要員から成る部隊

を紛争地域に派遣する ことにより，とりあえず現状を維持しようとする活動である。その意味

で，PKOの機能は，平和破壊者を強制的に鎮圧する「集団安全保障」と は異な り，また，紛争自

体の積極的解決をめざす「紛争の平和的解決」とも異なっている。

PKOは，その構成・機能の違いに着目して 通常次の二つの類型に大別される。

(1) 「平和維持軍」（PKF）一必要な兵姑支援組織を伴った軽武装の歩兵部隊から成り，主

として戦闘再発の防止，兵力引き離し，圏内治安の維持・回復を任務とするもの。

(2) 「監視団」一原則として非武装の将校団およびシビリアン部門で構成され，主として停

lj伐の監視，停戦の違反行為に関する安保理への報告を任務とするもの。広義には， シビ リ

アンの専門家集団によって構成される「選挙監視団」も含まれる。

これに，（1）「平和維持軍Jと （2）「監視団」の複合型を（3）として加え，過去に実際に活動

してきた PKOと， 1992年 2月の段階で編成予定のものを，この三つの類型ごとに分類・整理

してみると別表仰のようになる。

【別表］PKO一覧

(1）「平和維持軍」

① 第一次国連緊急箪 （UNEF・ I ) 1956・11～1967・6

② コンゴ国連軍（ONUC)1960・7～1964・ 6 

③ 西イ リアン国連保安隊（UNSF)1962・10～1963・4

④ 国連キプロス平和維持軍（UNFICYP)1964・3～現在

⑤ 第二次国連緊急軍 （UNEF・ II) 1973・10～1979・7

⑥ 国連兵力引き離し監視軍 （UNDOF)1974・6～現在

⑦ 国連レバノン暫定軍 （UNIFIL)1978・3～現在

③ ユーゴ国連保護軍 （UNPROFOR）現在組織中

(2）「監視団」

① 国連ノfレスチナ休戦監視機構 （UNTSO)1948・6～現在

② 国連インド ・パキスタン軍事監視団（UNMOGIP)1949・1～現在
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③ レバノン国連監視団（UNOGIL)1958・6～同12

④ イエメン国連監視団 （UNYOM)1963 ・ 7～1964・9

⑤ ドミニカ事務総長代表使節団（DOMREP)1965・5～1966・ 10 

⑥ 国連インド ・パキスタン監視団（UNIPOM)1965・9～1966・3

⑦ 国連アフガン ・パキスタン仲介ミッション（UNGOMAP)1988・5～1990・3

③ 国連イラン・イラク軍事監視団（UNIIMOG)1988・8～1991・2

⑨ 国連アンゴラ監視団（UNA VEM) 1989 ・ 1～現在

⑬ 国連ニカラグア選挙監視団（ONUVEN) 1989・8～1990・2

(iJ) 国連中米監視団（ONUCA)1989・12～現在

⑫ 国連イラク・クウェート監視団（UNIKOM)1991・4～現在

⑬西サハラ住民投票監視団（MINURSO）現在組織中

⑪ 国連エルサルパドル監視団（ONUSAL）現在組織中

⑮ 第二次国連アンゴラ監視団（UNAVEM・II）現在組織中

(3）複合型

① 国連ナミビア独立移行支援団（UNTAG) 1989・4～1990・3

② 国連カンボジア暫定行政機構（UNTAC）現在組織巾

3. PKOの国連憲章上の根拠（9)

PKOの国連憲章上の根拠については，国連の目的を定めた第 1条 lJ買，総会の一般的権限

に関する第10条，同じく安保理の一般的権限に関する第24条等の一般的権限規定，総会や安保

理の補助機関設置権限規定である第22条および第29条，さらには安保理の特定権限を定めた

第VI章（紛争の平和的解決）または第VII章（平和に対する脅威，平和の破壊及び侵略行為に

関する行動）の各条項等，様々な見解があり ，決定的な結論は得られていない。しかし PKO

は，前述したように，もとも と憲章に予定されていた活動ではなく ，国連の慣行を通じて経

験的に発展してきた活動であるため，特定の憲章条文のみに根拠を求める方法には多かれ少

なかれ無理があると言われ，今日では，国際機構の権能に関する一般理論を使って，その権

限を正当化する主張が有力になりつつある。

そうした一般理論としては，（1）「後に生じた慣行Jの理論と，（2）「黙示的権能」の理論と

がある。

(1）「後に生じた慣行」の理論

この理論は，条約解釈の一般規則として「ウィーン条約法条約」第31条 3項（b）に牒り込まれ
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た「条約の適用につき後に生じた慣行であって，条約の解釈についての当事国の合意を確立

するもの」という規定を援用し，それ自体一種の条約である国連憲章の解釈として， PKOを

ここにいう「後に生じた慣行」として説明する方法である。この理論はまた， 1971年のナミ

ビア問題に関する国際司法裁判所（ICJ）の勧告的意見においても，安保理の投票手続（第27

条 3項）における常任理事国の棄権が，拒否権の行使に当たらないことを正当化する文脈で

援用されている（10）。

(2）「黙示的権能Jの理論（11)

「黙示的権能J(implied powers）の理論とは，国際機構は，その設立・基本条約によって

明示的に定められていなくても，その目的達成のために必要不可欠と考えられる権利能力を

付与されているという理論で，これまで，ICJの勧告的意見の中でも幾度か援用されてきた。

例えば，裁判所は，1949年の「国連損害賠償事件」において，憲章に特定の根拠規定を見出し

えない国連の損害賠償請求権能との関連で「国際法上，機構は憲章中にはっきりと述べられ

ていないとしても ，必然的推断により（bynecessary implication）その任務の遂行に不可欠な

ものとして機構に付与される権能を有しているものとみなされるべきである」 (12）と述べ，機

梢のかかる権能を承認し，また，UNEF・Iや ONUCの活動に対するソ連，フランス等の分担

金不払い問題との関連でこれらの活動の合憲章性自体も争われた1962年の「ある種の経費事

件」において，「機構が，国際連合の目的のーっと明示されたものを達成するために適当であ

ったという 主張を正当化する行動をとるときはそのような行動は，機構の権限外のものでは

ないと推定されるべきである」 (13）として，その合憲章性を肯定した。

もっともかかる「黙示的権能Jが無制約のものでないことは言うまでもなく，そこには国家

主権との制整基準が求められる。かかる基準として，

①機構の行動が憲章の諸目的の範囲内にあること，

②機桝の行動が憲章仁j:1の他の規定によって禁止されていないこと，

③機梢の行動が，憲章で定められた権限ある機関によって，またその手続に従って笑施き

れること，

④機構の行動が，憲章上の特定条文によることなく，加盟国に対して一定の法的義務を課

すものでないこと，

等が主張されている。そのうえでPKOについては，これらの基準に照らしても，「黙示的権

能」の範囲内のものであるとされる。

PKOの国連憲章上の根拠につき，『ブルー・ヘルメット 』の初版では，憲章第VII章第40条の

暫定措置に言及されていたが(14）第二版では，PKOの法的根拠は「憲章が団連特に安保理に
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付与した広範な権能（thebroad powers）の中に求められることにコンセンサスに近いもの

が形成されている」（15）として，暗に「黙示的権能」の理論に依拠するような解釈が示されてい

る。

4 .ポスト冷戦期における PKO

PKOは既に見たように，国家間紛争であれ内戦であれ 東西の超大国のそれぞれが紛争当

事者のそれぞれ一方を実質的に支援するという形で現れる冷戦構造を背景に，常任理事国聞

の不一致の中での微妙なバランスに支えられてその存在意義を発揮してきた。換言すれば，先

に挙げた PKOの諸特徴も，こうした現実政治に規定きれながら必然的に産み出されてきた

ものと言うことができる。

しかし，近年の国際関係の激変は，戦後の国際関係の基軸をなしてきた冷戦構造を解体に導

いた。こうしたなか，冷戦後初の大規模な地域紛争として，今後の国際安全保障のあり方を占

う試金石となった湾岸問題において，安保理は，「湾岸多国籍軍Jに対し，国連決議を支持・実

施するために必要な武力行使を権威づける決議678を採択し，同軍は実際に武力の行使によっ

て決議の実施を確保した。「湾岸多国籍軍」による武力行使は，軍事参謀委員会の助言の F,

安保理の指揮・統制に服する本来の国連軍による武力行使でないことは明らかであり，その

意味で，国連軍による軍事的措置 を予定した国連の「集団安全保障」の典型的な発現例と見

ることはできない。しかし， 安保理による事前の「武力行使容認」決議を受けている点で，

かかる条件を欠く「集団的自衛権」として位置づけることにも無理がある。いわば両者の中

間的な性格を持つものと言うことができる（16）。

このような「集団安全保障」か「集団的自衛権」かという理論的な問題を別にしても， 湾

岸問題に対する安保理の対応に見られたように，冷戦の終結により，同様な国際紛争に直面

した場合の常任理事国間での合意の形成が，これまでより容易になったことは事実である。

その結果，国連がこれに類似した形で「強制措置」を発動する可能性も以前に比べて飛躍的

に高まったことは否定しえない（1九 そしてそのことは，冷戦期における常任理事国聞の不

一致の中での微妙なバランスに支えられてきた PKOの性格自体にも影響を及ほ‘きざるをえ

ない。現に，「湾岸戦争」の停戦後イラク・クウェート国境地帯に派遣された「国連イラ ク・

クウェート監視団」（UNIKOM）の性格には，早 くもそうした変容の兆候が現れている。UNI-

KOMは，イラクと「多国籍軍」との聞の停戦合意を受けて，安保理決議687に基づき設立され

たもので，同決議の受諾というイラク側の同意はあるものの，イラクは依然として国連の非軍

事的強制措置 （第41条）の対象であり，停戦も安保理が一方的に条件を定めて強制的に押しつ
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けたものである。その意味で，ここでの同意は，従来の PKOが前提としていた対等な紛争当

事者聞の合意 ・同意とは同意の質を異にしていると考えられる（18）。 また，紛争当事国であっ

た米 ・英 ・仏の軍人が参加している点でも ，「中立性」という従来の PKOの特徴からは外れ

るものである。こうした点から見て UNIKOMは国連安保理により設けられ国連事務総長

の指揮・統制に服する停戦監視団として，PKOとしての外観は一応備えているものの，実質的

には強制措置の一環としての性格が濃厚なものと言わざるをえない。

今後，UNIKOM型の PKOが PKOの主流となるかどうかについては，現時点で決定的な

判断を下すことはできないが，PKOの生成・発展してきた背景を考えると，その特徴を背後で

規定してきた政治状況が根本的に変化した現在，少なくとも，国際社会で広〈支持されてきた

従来型の PKOが，今後とも国連の安全保障の実質的な中心として機能し続ける保障は存在

しなくなった。換言すれば，今後，安保理における五大国の一致を背景に，厳格な「同意原

則Jや「中立原則」にとらわれない，準強制的性格の PKOが組織される可能性が一段と高ま

ったと言うことはできょう（19）。

III. 「PKO協力法案」の問題点

1.「同意原則J(20）について

「PKO協力法案」第 3条 1号および第 6条 1項 1号は，わが国が協力しうる PKOの基本

前提として，①紛争当事者間での停戦合意，②PKOの活動する地域の属する国を含む紛争当

事者の PKOの活動及びわが国の PKOへの参加についての同意の存在を要求している。しか

しかかる「同意原則」が，現実に組織される PKOへの参加の是非を決定するに際し，どの

程度有効な指針となりうるかについては，技術的に見てかなりの疑問が残る。第一に，既に

言及した UNIKOMのような場合をどのように評価するかという問題，第二に，内戦で紛争

当事者が複雑な場合，どのレベルでの当事者の同意を必要とするか，またそれをどのような

手段で市花認するかといった問題がそれである。

第一の点についてはここで改めて繰り返す必要もないと思われるが，第二の点については

さらに若干の説明が必要である。 1992年 2月21日に，安保理決議742によ って派遣が決定され

た「ユーゴ国連保護軍」（UNPROFOR）の場合，内戦の主たる当事者であるセルビア共和国と

クロアチア共和国の同意はあったものの，クロアチア内のセルビア人地域「セルビア・クライ

ナ共和国」では議会と大統領がこの問題について対立し，結尻 島安保理は，大統領側の受入れ

反対の姿勢にもかかわらず派遣を決定した（21）。このケースでは，翌日になって同大統領の協

力が得られたことで「同意原則jが結果的に貫徹されることになったが＇ 22>,UNPROFORは，
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少なくともその派遣決定の時点ではこうした条件を欠いていたわけであり，既に指摘した冷

戦後の PKOの変質の可能性の問題と共に，「同意原則」の実際上の適用の困難さを予想、させ

る事例である。この点は，－.a同意を得て派遣された PKOに対する同意の撤回が行われた場

合にも（第 6条 7項 1号），同様に問題となるものと思われる。

2.国連の指揮権の問題

「PKO協力法案」 第24条および「政府統一見解」（91年 9月27日）は，組織休としての部

隊が行う「武力行使」と隊員個人による「武器使用」とを区別し，前者を否定するとともに，

PKO参加の日本人隊員が行いうる「武器使用」の範囲を， 日本の要員の生命・身体の防衛の

ためのものに限定している。これに対して，過去の PKOにおいて実際に適用されてきた笑施

手続を集大成する目的で，総会の要請を受けて国連事務局により作成された「PKOの標準実

施手続に関するかイドライン」（Guidline Standard Operating Procedures For Peace-

Keeping Operations=SOPs）は，「武力行使」（useof force）と「武器使用」との区別を行

うことなし PKOが「武力行使」を許される 「自衛」（self-defence）の範囲を次のように定

めている。

「国際連合要員への直接攻撃または要員の生命への脅威がある場合， もしくは一般的に国連

の安全が脅威にさらされた場合。脅威とは，他方当事者に対する発射基地として使用する 目

的での紛争の一方当事者による国連の陣地や周辺地域への強制的侵入，国連部隊に対する強

制的な武装解除の試みも含まれる。また，安保理によ って委ねられた任務の進行を実力によ

って妨害しようとする企ての排除も，自衛の範囲に含まれる。」（叫

このように SOPsは，法案に較べ， PKOが 「武力行使」を行いうる範囲をかなり広範に認

めている。そのため，現地で「武力行使」の必要な状況について，国連の現地司令官の判断

と日本の指揮官の判断とが食い違った場合（2べ日本は法案による制限を貫けるかが国会でも

重要な争点のーっとなった。この点について政府は，国連文書においても「懲戒」（discipline)

問題が各国の指揮（command）下に残されることを理由に，上述のような場合にも，わが国独

自の判断を貫徹することが可能で、あるとの立場を表明した（問。

確かに SOPsにおいても，「懲戒J問題に関しては，国連の現地司令官に「懲戒問題につい

て調査・査問し，報告書の提出を求め，協議する」権限が認められ，そのかぎりで国連による一

定のコントロールが予定されてはいるものの26），基本的には，各国国内法に従った各国指揮

官の権限事項とされている（2九

しかし他方で， SOPsが次のように規定している点は， SOPsの全体構造の中で，「武力行企
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使」「指際」「懲戒jといった問題がどのように位置づけられているかを知るうえでとりわけ

重要でいある。

「作戦運用（operation）は，そのすべての局面について，安保理に対して責任を持つ事務総長

の指部（command）の下に置かれる。加盟国政府によって提供される軍事要員は，作戦運用

に関する事項について事務総長の指揮下にはいる。但し給与や懲戒に関する事項について

は自国政府の指揮下に留まる。平和維持活動に従事する軍事要員は作戦運用事項に関して

は，自国政府当局からの命令を受けず，事務総長からの命令を受ける国連司令官からの命令

のみを受けるのが．平和維持活動の基本原則である。この指揮系統が尊重きれないなら，重

大な作戦運用上のおよび政治的な困難を引き起こしかねない。」附 （傍線筆者）

このように規定したうえで，SOPsは，「武力行使」の問題を「作戦運用」（operations）と題

された Part3の中で規定し，「懲戒」の問題は，この章とは異なる Part4の「人員」（person田

nel)の章に位置づけている。そして，そこで具体的に 「懲戒」が問題とされる事項としては，

隊員の現地国内法や慣習の遵守，現地住民との接触情報の取扱い薬物使用の問題等が掲げ

られるに止まっている。こうした点から見て，部隊としての「武力行使」と隊員個人による「武

器使用」とを区別し，「懲戒権」が各国に保留されていることを理由に，隊員個人による「武

器使用jの是非についての最終的判断権が国連ではなく日本に属するとの主張は，かかる区

別を前提とせず，一元的に部隊としての「武力行使」を国連事務総長の指揮下に置こうとす

る国連に対して，それ自体として有効に対抗しうる論理ではないと考えられる。

そうだとした場合，政府の説明は極めて不卜分であるということになるが，日本として，「武

力行使」の問題に関する独自の立場を維持したままで， PKOに参加することができるかにつ

いてはさらに別の考察が必要である。加盟国がPKOに人員を派遣する際に事前に締結する

協定のモデルとして，国連事務局によ って作成された「国連と国連平和維持活動に人員及び

装備を提供する国連加問固との聞のモデル協定」においても，この点について SOPsにおい

てと同様の立場が採用されていると考えられるが（目）， モデル協定はあくまで実際に締結さ

れる協定の雛形にすぎず，それ自休として拘束力のあるものでない。 したがって，法的には，

この点についての留保を明示した協定が締結されるなら，現地指探官の命令に従わないで，

日本39t自の行動をとったとしても， 日本として，協定違反の国際責任を問われることはない。

しかし法的にはともかく，実際問題として，このような留保を付したうえでの協定の締結

が可能なのか，政府としてその意思があるのかについては極めて疑問である。

PKOにおける国連事務総長の指揮権は，元来， PKOが国連の目的とは異なる各国の政治

的思惑に左右されることを防止するために要請された原則である。その意味で， 日本のよう
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に「武力行使」の範囲を限定する形での国連の指揮権からの離脱は，そのことによって，例

外的に他国部隊を必要以上の危険にさらす場合がありうるといった危倶を別にすれば，それ

自体としては，それほど問題はないようにも見える。しかし，こうした形での国連の指揮権

についての留保が，原則そのものに対して与える影響にはなお無視しえないものがあり ，こ

の点からも，かかる留保を付しての協定の締結には多くの困難が予想される と言えよう 。

IV. むすびに代えて

以上，本稿では，ポスト冷戦期における PKOの変質の可能性の問題を中心に，日本の PKO

参加に係わる「PKO協力法案」の内容について，若干の問題点の指摘を行ってきた。もとよ

り筆者は，いかなる形における PKOへの参加も認められない との原則的立場を採る者では

ない。しかし，上に述べてきたような問題点，とりわけ，冷戦期におけるPKOのイ メージに

依拠しつつ，その後の国際関係の変化が及ほす PKOへの影響についての十分な見通しを欠

いたままで，見切り発車的に法案を成立させようとする試みに対しては，我々としてやはり

慎重な態度で臨まざるをえないものと考える。
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局面でも実際に見られたもので，冷戦後の PKOについては，その可能性は一層高まるものと考え

られる。

側 1991年11月18日の衆院国際平和協力特別委員会における宮沢首相発言。『朝日新聞』 1991年11月

18日夕刊。

側 この点を重視して，政府の主張を批判する見解として，古川純「PKO法案が憲法に抵触する型

由」『エコノミスト11991. 12. 17,45頁，同「国際連合平和維持活動」『法学セミナ－.INo.445,51 

頁がある。

白骨 United Nations, Guidline, op. cit., Part 4, Sec.3, para.20. 

(28) ibid. , Part 1, para. 5, d. 

(29) Model agre巴mentbetween the United Nations and Member States contributing personnel 

and equipment to United Nations p巴acekeeping operations, A/46/185, p.3, para. 7 8. 
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「PKO協力法案Jを憲法学からみる

石村修

I はじめに

現在，国会に上程されている， PKO協力法案（国際連合平和維持活動等に対する協力に関

する法律案）は，憲法解釈学と憲法政策学の交差するところの問題である。法案が意図する

内容は，憲法第 9条と前文が掲げる「平和主義Jに直接に係わる問題であると同時に，国際

社会にわが国がどの様に係わりうるかの問題であるからである。憲法解釈学は，対象である

憲法規範に含まれている意味内容を明らかに しようとする， 笑践的な作用であり，その場合

には，学問としての客観性を留保しておかなければならない。その意味では，単なる解釈者

の主観的態度は，学問としては是認されてはいない。憲法解釈学は，解釈の対象に第一次的

には規定されるものであり，解釈の主体者の実践にあるのではない。規範は当為命題として，

われわれの前に提示されており，この命題の「枠jに拘束されながら，この対象が「何であ

るのかJを明らかにすることこそが，憲法解釈学の実践的な目的となる（1）。

冒頭でこうした憲法解釈学の目的を確認したのは，わが国の平和主義の国是を定めた憲法

第9条の公定解釈が，かならずしも上記した意図でなされて来たわけではなし政治状況に

応じた形でなされてきたからである。憲法第 9条の骨抜きをすべてここで跡付けることが本

稿の目的ではないので多くを語ることはできないが，憲法第 9条が戦後一貫して，政府と占

領体制により，政治的に解釈されてきたことは明らかである。政府と占領休制は， 高相｜！賢三

のように， 9条を単なる宣言（マニュフェス ト）であるとした，徹底した態度をとった訳で

はなく，憲法規範に拘束されるかの如くして，憲法規範の変遷を笑行してきた。憲法第 9条

の規範的命題は，実は，わが国に於いて一時期も実現してはいないのが現実である。この責

任を，裁判所を始めとする，憲法保障機関に求めることも可能で、あるが，現実をあたかも追

認してきた，主権者である国民の側にもあったことは否定できないことである。政治的に憲

法第 9条に対応した，歴代の政府の態度は，最近の国際環境の変化にH乎応して， 一層加速度

を増しているJ惑がする。 「湾岸戦争」を契機にして，わが国の「国際貢献」が口にされるよう

になって， 9条の規範的H主ktllみへのi,tF,視は徹底したものとなった。それは，自衛隊機派遣の

ための政令改正 (1991,1, 18）であり，掃海艇派遣のための自衛隊法の改正・派遣の笑施（91,

4, 26）であった。両者に共通していたことは，政策が先行して，後に規範的な整合性を作っ

ていたことであり，かなり無謀な法的対応をなしたということである。
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戦争という状況に応じた処置であったので，日本国憲法体制には本来的には存在しない，

「国家緊急権」を超憲法的に設定しようとする活動がこれまであった。いわゆる「有時立法

体制j「国家緊急体制」がこれである。大陸法の諸国で認められてきた，超立憲主義的臨時処

置は，日本国憲法下では 9条の存在から して是認される ものではなかった。 9条によ る規範

的枠組みは，武力による紛争解決を認めるものではないからである。湾岸戦争と「ポスト冷

戦時代」はあたかも，国連中心によりあらゆる問題が解決される状況の到来を告げているか

のごとくであり， 9条の規範命題の政策的変遺は当然であると されるようになった。ここの

ところ政策が異常に重要視され， 9条の存在を前提にして作りだされてきた原則が誼される

恐れが出てきている。政策も国法の最高規範である憲法に笑質的に拘束されることは言うま

でもない。しかし，現在展開きれている，政府さらに小沢調査会の動きは，政策の一人歩き

であり，すでに述べてきた憲法の規範的拘束を外れたものとなってきている。この報告では

こうした認識をもって， PKO協力法案が憲法規範からいかにズレているかを明らかにした

し、。

II PKO協力法案の誕生

湾岸戦争は，ポスト冷勝間造のなかではじめて国連安全保障理事会が機能したことにより，

国連が主体的役割を担っているかの幻想をわれわれに与えてくれた。多国籍軍参加国の要請

を受けて，金銭的援助だけでなく，「JI艮に見える形であること」が求められるようになった

（米 ・キミッ ト国務長官）。先に国会に上程され，結局廃案になった（1990,8, 29～11, 9), 

「国連平和協力法案jは，速成の法案であったがゆえに問題点を多く指摘され，国会の審議

においても政府は見解を変えること数度であった（九問題は第一条の目的のあいまいさから

既に生じていた。森川報告ですでに明らかなように，「集団的安全保障，集団的自衛権， PKOJ

といった，国際安全保障への基本的区別付けが明確になされず， しかも，多国籍軍と国連の

関係があいまいになされたまま，紛争時での「国際の平和及び安全の維持のための活動に対

する協力」が安易に法文化されたと考えられる。この協力業務の発動要件とされる， 「国際連

合が行う決議」そのものも内容的にさまざまであり ，さらに，「国際連合平和維持活動」その

ものがあいまいな上に，「その他の活動」に協力することが付け加えられ，目的の包括性はか

なり広いものであった。具体的な平和協力業務も， PKOと人道的な活動が主であり，さらに

ここでも政令に委任された類似行為が含まれていた（ 3条 2号のチ）。最大の問題は平和協力

隊に，自衛隊の参加を認めたことにある。歴代の首相が最後の一線として踏み留まった，「自

衛隊の海外派遣」に関して，自衛隊に輸送を委託する形からして突破しようとした。この法

案の憲法上の問題点に関しては，同僚の古川教授が同様の研究会を経て，詳細に言及してい
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るのでここではこれ以上述べることは差し控えることとする（社会科学研究所月報

No.330）。

前法が世論の盛り上がりによって廃案に到ったにも拘らず，自衛隊の海外派遣を意図する

作業は政府と自民党内で続けられていた。政府がこれまで実施してきた国連の平和維持活動

(PKO）への協力は，民間人による，停戦監視と選挙監視への派遣で、あった。平和協力法案

ではこの点を踏まえて，平和協力業務の中に，イ 停戦の監視 ロ 紛争終了後の暫定政府

等の行政事務に関する助言又は指導 ハ 紛争終了後の議会の選挙，住民投票等の監視又は

管理，が規定されていた。 PKOの活動について，グレイゾーンとされていた停戦監視が加わ

ったものの，もっとも危険な活動である，「平和維持」はいまだ含まれていなかった。 1990年

の後半は，政治的にわが国の国際貢献がさまざまな形で錯綜した時期であった。自民・公明・

民社は，同法の廃案が決定された日に，「三党合意」を公表した。人的協力の必要性が確認さ

れた上で，「自衛隊とは別個に，国連の平和維持活動に協力する組織をつくること」となっ

た。この基本的な確認事項には，社会党も本来的には同調しうるはずであったが，同党は護

憲の姿勢をJr＜意味で，「国際平和協力機構設置大綱」を示し（10,14），これに基づいて法案

要旨を発表している（1991,1, 4）。ここでは，自衛隊を前提としない国際平和協力隊が，政

府案のロ，ハをおこなう組織として想定されている。

PKO法案は三党合意を継承するはずであったが，より 憲法第9条の従来の解釈に挑戦する

結果に到った。第ーにその存在自体が憲法的に問題である自衛隊の組織的参加について，こ

れを正面に据えるに到った。「退職自衛官中心」（自民党＝91,2, 28）から，「予備自衛官も参

加JJ(3, 5），「休職 ・出向自衛官も可J（民社党二5,14），結局，「自衛隊の実質参加」（自民，

外務・防衛委員会，5,14）という形に納まった。この変化を指して，弁証法的発展とわれわ

れは決して見ない。第二に PKOの内容として， PKFが加えられた。政府は前法において，

PKFへは後方支援の形でしか協力を認めず， PKFそのものへの参加に消極的であったが，

PKFを「平和維持隊」と読み替えることで（91,9, 19），その見解の変貌を正当化していた。

第三に， PKO法案は紛争終了時を想定してなされるものであることが強調された。こうして

前法とは別個の法案であり，経済大国日本が政治大国にもなる条件として， PKFを内包する

PKOの必要性が国民の前に提示された。この法案は，法務・外務が一休となって，比較的時

間を費やして作成したものであったので，椛かに前法ほどの法的な欠陥は少なくなったが，

憲法との関係ではより疑義のあるものと言える。また，内容的に過密化された結果，判読の

難しい条文が多かったり ，相変わらず重要な事項につき政令に委任している条項が多〈，法

的な欠陥は変らず残されている。こう した点の展開は， IVでおこなうことにする。
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III 国連憲章と憲法の関係

先に記した三党合意は，「憲法の平和原則を堅持し，国連中心主義を貫くものとする」とし

て，憲法と国連憲章の一体関係を示唆している。また， PKO法案への政府の提案理由の中に

(91, 9, 24），「我が国憲法は，国際協調の下に恒久の平和を希求していますが，かかる平和

主義の理念を具体化するためにも，人道的な国際協力を一層進めるとともに，世界平和を守

る秩序作りの国際共同作業には，我が固としても積極的に参加し，成し得る役割を担ってい

くことが必要であります。」の文言がある。国内法の最高法規である憲法と条約の中で最も参

加国の多い国連憲章は矛盾なく一体化しうるのであろうか。東欧，ソ連邦の変革により第二

次世界大戦以降，世界を覆っていた冷戦は終駕を迎え，新たな国際協調の時代に到ったと 言

われている。憲法と国連憲章の関係で言えば，各国の軍事的対応は概ね以下のようになろう。

① 国連憲章の一円こ集団安全保障体制が形成され，各国は軍隊を提供しなければならない。

② 国連常設軍への各国の軍事的参加が義務付ーけられて要る。③ 国連憲章の下での集団的

自衛権の行使への参加が認められる。④各国の憲法の枠内での，国連の軍事的対応に協力

する。

一般に憲法と条約の問題については，これを法的に一元的世界と解すると，憲法優位と国

際法優位の両者が理論的には成立する問。主権国家を前提にする限り，国際法規の遵守は必要

なものとしてあっても，憲法の内容に歯Ji離するものまでも引き受けるものではないとする憲

法優位の姿勢がこれまでの学説の通説であった。先の区別では，④を選択することが憲法優

位説からしてギリギリの選択という帰結になる。①～③の選択は，単なる政策の議論であり，

憲法解釈からは大きく外れることになる。海部前首相はかつて次のように国会答弁において

述べたが，事の重大きに気づいてすぐに撤回している。その内容は「自衛隊が国連軍に参加

することは，集団的安全保障のためであって，集団的自衛権の行使ではない。したがって自

衛隊が国連軍に参加することは，集団的自衛権の行使を禁止した日本国憲法に違反しない。J

であった。日本国憲法の中で平和主義は，他の憲法規範を創設する機能を担っている根本規

範の一部であり，これへの改正は理論的にはありえない。この根本規範に込められた平和主

義は，憲法規範の枠により限定化されており，政府筋もここで集団安全保障への参加も憲法

第9条の許容するところと判断する訳にはいかなかったことになる。

他方で，憲法第98条2項に定められた，「確立された国際法規」として国連憲章を指摘する

向きがでてきた。これも近似の国際環境の安定を背景にして主張されたことであり，戦時国

際法等で確認されている普遍的な規範的拘束力をゅうする，確立された国際法規と同様の法

的効果を，国連憲章に与えようとするものである。確立した国際法規は，内容的には国際慣

習法であ り，これが成り立つためには，国際法主体による慣行の集積という客観的条件とこ
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れを正しいものとして受け入れる主観的条件が必要で、ある。「公海自由の原則」と同様にし

て，国連憲章の全てを国際慣習法として受け入れる主観的条件が欠けていることは明白であ

る。日本が国連に加盟するに際に，憲章第 7章と憲法第 9条の関係を考慮し，憲法9条から

しての一種の留保をなしたことは，このことを例証している。当時の岡崎勝男外相はその声

明で，国連憲章に掲げられた義務のうち，「日本政府の裁量の範囲内のあらゆる手段で履行す

る意思を表明する」としていた。また，憲章42条による国連軍はいまだその成立する気配が

ない。

日本国憲法と国連憲章は，実は平和の実現に関しては同様の理念を掲げていたのであり，

両者の前文はほぼ同主旨のことが記されてある。この点からも日本国憲法の平和主義を「一

国平和主義」と郷撤することはできないはずである。少なくとも憲章第 6章の「紛争の平和

的解決」は， 日本国憲法でも予定されていることである。しかし，平和の具体的な実現方法

は，主権国家と国際機構では異にすることであり，将来的にはともかく，今日，第一次的に

は主権国家に平和実現の判断権が留保されている限り ，日本は憲法に規定された平和主義に

基づいて，国連の平和維持活動に係わることになる。PKOへの参加も同様の憲法による拘束

を前提にして判断する必要があろう。

IV 日本国憲法から見た PKO法案の問題点

1 PKOの目的と自衛隊の参加 ・協力 先にも記したように PKO法案は前法の内容をよ

り具体化した部分（そのことによ って，却って分か りにくくなった傾向がある） と， 他の同

種の活動である，人道的な国際救援活動が同居している部分が混在している（4）。これは法案の

作成過程で，匡｜際協力に関するものを全て取り組もうとしたことの結果であ り，同時に，国

際緊急援助隊派遣法改正案が自衛隊の参加を盛り込みながら提案されたこととも考え ると，

一気に関連法案を完成させようとする意図が伺える。これを務理すると次のようになるべ

物資協力

① 国際連合平和維持活動 ｜ 自衛隊員①は イ～へ・レに限る

3条 3号 イ～タ・レ｜ 志願隊員 II 卜～タ ・レに限る

海上保安隊員

②人道的な間援活動 ｜ 民同力

3条 3号ヌ ～レ

－内閣・・・閣議 ・・・・・・・・ ・関係行政機関

民聞の協力
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国際緊急、援助隊 ・・ ・ 援助隊 関係行政機関の職員

国際事業団の職員

自衛隊員

海上保安隊員

これらの組織の構成に関して，自衛隊員が全面に出てきていることにまず注目しなければ

ならない。とくに三党合意と政府の見解を変える形で，自衛隊がPKF（平和維持軍）に参加

することになり，自衛隊が組織として海外に派兵することを可能にしたことになる。この点

についての政府の説明は巧妙であったが，これは抗弁としか解することができない。まず，

「参加」は国連軍の指揮官の指揮下に入り，その一員として行動することになるから不可能

であるが，「i筋力」は国連軍の武力行使となるわけではないとする，得意の言葉の使い分けを

展開した（中山外務大臣， 10,26）。他方で，「国連の平和維持｜｛創立， 一…・強制的手段によ って

平和を回復する機能を持つものではない。したがって，国連平和維持隊は従来の概念の軍隊

とは全〈違うものであり， 『闘わない部隊』とか 『敵のいない部隊』と呼ばれる」 （内閣官房

長官談話，9,19）とした。ForceとSodierの訳す上での意図的な操作が見られる。 PKFの

笑態については森川報告でなされたように，決して強制力を欠くというわけにはいかない。

そこで政府は PKF参加五原則を先に提示し，この内容を法案の 3条に長文で現し，これで

もってj苦法との整合性をもたせようとした。それを整理すると次のようになる。 1. 紛争当

事国聞の停戦の合意 2.わが国の活動への紛争当事国の同意 3.中立的な立場の厳守

4. 1～ 3が満たされない場合の撤退 5.必要最小限の武器使用 この内， 1・2は形式

要件で，残りが笑質要件ということになる。人道的な国際救援活動にたいしても同様の要件

を求めており（ 3条 2号）， PKFとの関係で、不必要な要｛LIニが加重されたものの印象をもた ざる

をえない。この PKFに参加する場合の要件は，これまでの国際慣行を受けたものではある

が，必ずしもこれまでの事例にすべてあてはまるわけではない。森川報告ですでに明らかな

ように， PKO自体は国連憲章に明確に規定されたものではなく ，PKFも綱渡り的に行使され

た事例があった。湾岸戦争後に派遣された UNIKOMは 1～ 3の要件を厳格に満たしてい

るわけではなく ，3月から本格始動するカンボジア暫定行政機構UNTACにしても，停戦が

維持されるかどうが疑わしい。

わが国の独自の五原則を担保する意味で，「平和維持隊が武力の行使に至る段階では，自衛

隊は撤収する」との政府見解を示した。この撤収の文言は法案には見あたらず，「笑施計画の

変更」（ 6条 7項），「終了」（ 7条）があるだけである。PKFへの参加は，国連事務総長の指

揮下にあり，国連の作成した PKOの標準実施手続に関するガイドラインもこのことを明ら
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かに している。作戦・運用 ・武器の使用に関し独自の判断が行使しうるとの見解は，全く紛

争の論理を考慮しない空理空論と言えよう。

この法案では，自衛隊員だけでなく ，海上保安隊員も輸送の委託を受ける（20条）。自衛隊

と海上保安庁の協力体制が，わが国の外に聞かれることにな り，これに必要があれば関係行

政機関の協力（21条），民聞の協力（26条）を仰 ぐことができるわけであるから，国際貢献の

ための軍 ・官 ・民一体の構成がこの法案では期待されていると言っても過言ではあるまい。

2 憲法の禁止する武力の行使に該当する 憲法第 9条 l項は「……国権の発動たる戦争

L 武力による威嚇又は武力の行使は，国際紛争を解決する手段としては，永久にこれを放

棄する。」と規定している。イタ リアの憲法が，「国際紛争を解決する方法と しての戦争を否

認する。」（11条） と近似しているが，イ タリアは他に軍隊の存在を前提にしている条文が存

在するので，日本国憲法とは本質的に異にする。 9条 1項は，国家が主体となってその兵力

を用いて行う「武力の行使」を禁止しているが，問題はこれに係る「国際紛争を解決する手

段としては」の留保文言の解釈である。通説では，この文言にはあらゆる戦争 ・紛争が含ま

れており，これをもって国際法上の戦争法の適用も除外されることになる。

前法の審議過程では， PKFへの自衛隊の参加が「武力の行使を可能性として含むもの，現

に武力行使がおこなわれることが予測されるもの」であるので，法案からは除いてあるとの

答弁がなされた (i毎部元首相， 90,10 24）。と ころが PKO協力法案ではこの抑制していた

PKFが登場し，自衛官に「実施計画に定める装備である」武器の携行と使用を認めている（24

条 3項）。また，自衛官以外の国際平和協力隊員には，「小型武総Jの携帯（23条）と使用権

を与えている（24条 1項）。自衛隊を組織として海外に派遣する以上は，「まるごし」では出

せないという配慮が強〈働いたと推測される。小型武器もその具体的種類は政令委任されて

いて問題が残るが，より危険なのは，部隊として参加する自衛隊の「装備である武器」が一

体いかなるものかである。この点にでの政令委任規定も防衛庁側に遠慮してなのか法案では

見あたらない。 H佐一関係する箇所として，「国際平和協力業務に係る装備は，事務総長が必要

と認める限度で定める」（ 6条4項後段），として国連にげたを預けた格好になる。さすがに

ことの重大きを認めて，政府は憲法第 9条 1項の「武力の行使」とは別概念と して，「武器の

使用」がある ことを説明する。つま り，「自己防衛のための自然的権利」として最小限の武器

の使用があるのであり，それは憲法第 9条の「武力の行使」には当たらないとした（91,9, 

27）。また，武器とは，火器，火薬類，刀剣類その他直接人を殺傷し，又は武力闘争の手段と

して物を破壊することを目的とする機械，器具，装置とし，抽象的文言を繰り返している（6¥

ここには論理の摩替えが見られる。自衛隊が部隊として紛争地帯に赴けば，当然武器の使用
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が予測される局面に至るはずであるし，これが国連の指揮下に置かれる訳であるから尚更の

話である。自衛隊の存在とこれが海外に派遣されること自体が， 「武力の行使Jなのである。

自衛隊の任務からして専守防衛になっていることを想起すべきである（自衛隊法 3条）。

この武器の使用がいかなる局面で，どの様に使用されるかについては，法案は「その事態

に応じ合理的に必要と判断される限度」（24条3項）としているにすぎない。これへの政府側

のコメントも， 「個々の隊員にある」（9,25）から，「上官の下で束ねるjといった具合に，現

実を知らないのか，事実を隠蔽しようとしたかの不明｜僚な態度に終わった。この点について

も，先に紹介した国連の方イドラインでは明確にしている（世界92年 2月号の佐々木論文参

照）。常識的な判断としても，ブルーヘルメットをつけた隊員は，紛争当事者からは武器を携

帯した組織体であり，その武器の使用が「自然的権利」であると想定されることはないはず

である。

3 シビリアン・コントロールの欠如と行政権独走の恐れ 法案が予定する国際協力本部

は，総理府に設置され，内閣総理大臣が本部長となり（ 5条），内閣官房長官が副本部長にな

るように，行政権が主体となって組織される。これは前法が設けた「国際連合平和協力会議」

と同様で・あるが，今回の法案は自衛隊を PKFへ派遣するのであるから，当然最高機関である

国会のなんらかの承認が必要とされてしかるべきである。しかしながら，法案は，「実施計画

の決定又は変更があったとき」「業務が終了 したとき」「期間の変更」に限って，内閣総理大

臣が国会に報告することになっている。行政権が担うことになる軍事政策につき，文民が最

高の権力者として関与することを，一般的に文民統制（シビリアン ・コ ントローノレ）という

が，さらに，行政権に対する国会の関与も広義の意味で、の文民統制で、ある。国会は，国民代

表を担う機関であり（憲法第15条），その意味でも国権の最高機関であり（憲法第41条），行

政権の権限に対して関与すべき地位にあるからである。内閣の専権事項とされている条約も，

国会の承認を必要としているのもこのことによる（73条 3号）。法案の国会無視は， 自衛隊法

の規定と比較すればより顕著である。自衛隊法は，防衛出動・治安出動について，事前・事

後のどちらかで国会の承認を求め，不承認の場合には，内閣総理大臣はこれの撤収を命じな

ければならない（76,78条） 0 防衛出動 ・治安出動は，かなり緊急性を要することであるが，

それでも国会の承認を求めているのに PKOにはこれが欠けるのはいかなる理由に依るので

あろうか。

法案では，首相→防衛庁長官→現場指揮官といっ行政・軍事ラインが読みとれ，行政権の

独走，「授権体命JJ」の危険が浮かびあがって くる。政府は国会へは報告だ、けでよいとした理由

として，「国連の要請に迅速に対応する必要がある。PKOと防衛出動とは性格を異にする。」
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を挙げているが，ここに本音があるとは思え奇い。危機状況に行政権のみで対応できるシス

テムである，危機管理体制の強化を目論でいると読んでよさそうである。経営学で展開され

てきた危機管理（Crisis management）が国際関係論や行政学でも用いられるようになった

のは，国外 ・国内的にも 多様化する価値・イデオロキーに対して，国家の存在意義を強調す

ることで，逆に極端に集権化 した国家構造を形成しようとする論理が働いたからである。か

つての全体主義国家が，そのまま行政国家と名を替え，国外・内の治安を強化して，国民の

生命 ・身体 ・財産を守かのポーズを示す，これが危機管理国家の実態である。国家のもつ利

援の設定とその保護は，その具体的方法と して， 治安警察と軍隊の限りなき増強と連携を求

め，やがて危機即応体制の日常化とこれへの市民の物理的・財政的 ・人的な負担を求めるこ

とになる。

わが国の戦後は， 地方分権イじされた瞥察機構によ って民主化されたが，占領体制がすぐに

この夢を壊し，50年代の冷戦構造は公安警察と再軍備に より，国家保障の実体が憲法の理念

を破壊した。防衛庁設置法にある国防会議は，小内閣としての組織を明らかにした（国防会

議の構成等に関する法律）。 II寺は過ぎ，危機管理と非常事態がより明瞭になったのは，86年の

「安全保障会議設置法jであり ，国防会議の質的転換がなされた（7）。国防会議の新たな構成員

として，官房長官と国家公安委員長が加わり，幹事に警察庁長官が座った。かくして，普察

と内閣が一休となってインナー・キャビネットを構成し，国防だけでなく ，「重大な緊急事態

への対応」（設置法 l条）を可能にした。このような危機管理体制への歴史を記したのは，今

回の PKO法案が， 86年の行革若手の延長上にあり，さらに，自衛隊を海外に派遣する上での組

織法の意味を内包していることを明らかにしたかったからである。安全保障会議では，その

決定する事項も法で必要とされなければ、，国会の承認も報告もいらない。湾岸戦争時にも，

この安全保障会議の決定で危機対策本部が形成され， 90億ドル支按等が閣議の了解だけでな

されたことを想起すべきである。 PKO法案の国際平和協力事業本音ISは，安全保障会議のいわ

ば下請け機関の性格をもつのであり，ここに国会のコン トロールが及んでは安全保障会議の

決定が意味をなさなくなる。協力隊員は，先に記したように公務員，民聞の協力を仰ぐこと

が出来，また，物資協力，輸送のjj'fiでも同様なことが期待される訳であるから，実働機関と

してはほぼ、理想的なものができたことになる。

PKO法案の行政権優位の構造は，政令委任の多さによっても実証されよう。同じく安全保

障会議の対策本部の決定を受け，総理大臣の指示の特例でなされたのが，自衛隊輸送機の派

遣であった（実際には派遣されずに終わった）。 ここでは，従来の法律が政令に委任できるこ

との範囲をかなりな程度で逸脱していたことが指摘された。現在の憲法 ・行政法に依れば，

独立命令は認められていないのであり，必ず法律で委任された範囲内で規定されなければ、な
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らず，法律の補充，具体的特例的規定，解釈的規定に留まらなければならない。しかるに，

先の自衛隊機の派遣の場合は，自衛隊法100条の 5を代表規定と解し，国賓や総理大臣と並ん

で避難民もを含むとした。しかし，自衛隊機で輸送しうる者の指定を，内閣の自由裁量でな

しうるというのでは，委任の範囲を越えた解釈というものではなかったであろうか（B）。PKO

法案には，数え挙げ、ただけで12箇所で政令への委任がなされている。執行するための包括的

な政令への委任（27条）はともかく， 3条 3号レに掲げられた類推業務の委任，さらに，小

型武器の貸与の基準の政令委任（23条）は，内容が本来的には法律で限定されるべき種類の

ものでありうる。こうした安易な形での政令への委任は，行政権の独走への道を拡大する恐

れが十分にありうる。

V PKO 協力法案と憲法政策学

1 憲法政策学と憲法第 9条 憲法政策学は単なる政策（policy）とは異なる。政策は社会

に生ノ起する事象やその過程を客観的に記述し説明することであるし，本題解決への具体的指

針を隣接諸科学（政治・経済・法・行政 ・経営学等） の方法を用いることによって示すこと

に第一義的な意味を有している。他方，憲法政策学は実用憲法学に属し，憲法規範をあくま

でも前提として，既存の制度の改革，新たな制度の設定，規範の制定をなす科学である。理

論憲法学の応用・実践であるから，憲法解釈学と同様の機能を果たすが，「意欲的・創造的な

能動作用」である点，また，「既存のが，，を相当に変更する，積極的な意思決定」で在る点で異

なる刊）。同様の傾向を持つ憲法社会学は，社会現象の認識に重点が置かれ，憲法運動は規範を

離れるので，同様に異にする。独自の役割を担っている憲法政策学が果たすべき役割は，国

家の在るべき姿勢を示すものとして，本来静態的な憲法解釈学と違って，規範のあるべき方

向を示唆することでもある。既存の枠をj嘘えるのは，規範が制定された当時，立法者の予想

きれえない社会状況， とくに，国際環境の変化等が生じることによってありうる。情報化社

会の出現，医療技術の発展，地球環境の悪化等に関して，大胆な憲法政策の実行は，時には

憲法の改正に至ることもありうる。ただしこの場合でも，憲法の明示する目的・理念によっ

て，政策の内容の幅はある程度決められてくる。

憲法が掲げてきた平和主義につき，憲法政策学はどのように対応できるであろうか。日本

国憲法に於いては，平和主義が憲法の根本規範を構成していることに関してはほぼ異論がな

い。憲法政策から して，この根本規範の部分に関して，改正を着手することは理論的には不

可能で、ある。根本規範の存在を日本国憲法に於いても仮設する以上，これへの政策による内

容侵害は理論的にはありえないからである（Iへかく解することが正しいとするならば，憲法

第9条の規範要請の内容を確認しておく必要がある。 9条は自衛戦争を含めて一切の戦争を
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放棄し，さらに，一切の戦力の保持を禁じたものである， と解することが最も素直な解釈と

言えよう。その意味では，個別的自衛権を行使するために自衛隊を組織し， アメ リカと集団

的安全保障体制を組むという政策の誤り （違憲）がまず指摘される。しかし， この自衛権も

第9条からの歯止めとして，［侵略的兵器の不保持， 集団的自衛権の否認，非核三原則， 武器

の禁輸］が謀せられてきた。国家が主体となった他の諸国 ・人々への活動は， 平和主義の根

本規範の枠の中に納まらなければならないものである。

ここで問題となるのは，あくまでの対等の立場からの「協力Jであ り，立場の違いを結果

として示す用法である「貢献」であってはならない。国際協力は人民の立場から， 世界の人

民への相互理解と互助の精神でなされるのであり，国家はこれを救ける役割を担っているに

過ぎない。

2 憲法政策としての平和 憲法第 9条の存在にも拘らず，世界有数の軍隊である自衛隊

が歴然と存在している現実に対して，自衛隊の縮小へのシナ リオを示すことが，今日の憲法

政策に課せられた第ーの任務となる。世界が大きく軍縮の方向に進んでいるこの時期に，わ

が国のみこのまま膨脹し続けることは全く意味のないことである。ポスト冷戦構造は，政府，

防衛庁の侵略の脅威論を政策的に無意味にしていると 同時に，担うべき人的欠乏を必然的に

生み出すことになる。将来的に若者の人口が縮小する時， 3Kを代表するような職場がのぞ、

まれるわけではない。この政策として現実を帯びてきた自衛隊の縮小のシナ リオを，次の最

近の著作で知ることができる。ーは憲法学者の共同研究による『平和憲法の創造的展開.I（和

田・小林 ・深瀬・古川編，学｜場書房）であり，他は，前田哲男編『自衛隊をどうするか』（岩

波新書）である。両著とも，短・長の縮ノj、への段階を提示しているが，縮小して何を残すか

について内容を異にしている。前書（小林分担）では「平和建設部隊J（災害救助活動を始め

とする民生協力の完全非武装の組織）へと解体することを最終目標に置き，経過的措置とし

て現有兵器を保有する警備隊が残される。後書では，クモの巣の中でのみ機能する最小限防

御に改組される。これはスウェーデンの軍隊をモデルにした，「防御保全のみに任務限定した

武装組織」である。政策的には両者とも可能であるが，後者の場合には憲法の改正が必要と

思われる。縮小の過程の l十Jで，軍事によらない国際協力のための部隊を，退役自衛官を中心

にして形成することが，最も現実性をもってただちに着手できることなのではないだろうか。

国連中心、の時代において，さまざまな国連強化策が政策として提言されている。「国連常備

軍」を創設しわが国もこれに参加するのは，憲法に抵融しない（宮沢首相，月刊 Asahi

91. 5），「国連常備軍的集団安保構想」（公明党企画理論委員会試案），さらにごく最近（92,2, 

20）発表された， 小沢調査会の「国際的安全保障」が代表的である。 小沢調査会は 従来の
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政府見解を改め，国連軍への自衛隊参加は憲法9条に反しないと明言している。宮沢首相が

主張するのは，国連軍に日本人が国際公務員として参加することであり， 日本の政策として

国連軍に参加することではない。PKFへの参加を，武力の行使に到らないがゆえに参加し，

独自の判断で撤収しうると考えている政府筋の考え方から，この調査会の提言は離れている。

ここで詳細に紹介し，批判する余裕はないが，憲法第 9条 1項の「国際紛争解決手段Jを限

定的に解釈し，前文を偏向的に読んでいることに疑問を感じる。前文は「国際安全保障」に

加わることを認めているわけではないからである。むしろ前文からは，「平和的生存権」の要

請を学ぶべきである。

わが国が指導性を発揮して平和を笑現できるのは， 9条の私極的平和主義を活か しきるこ

とである。以下アトランダムに挙げるならば，「軍縮の一環として，武器輸出の監視とその制

限をする，核兵器の管理と削減への呼び拡トけ，紛争の平和的解決への協力，アジア安全保障

体制作りへの協力，等jが考えられる。ヨーロ ッパで壮，全欧安保協力会議（CSCE）が，「戦

争のない一つの欧州、｜」を目指して「不戦宣言」を作った（90,11, 19）。この会議に独立国家

共同体の加盟も認められ（91,1, 30），大西洋からウラルまでの 「小安保理Jが形成されたこ

とになる。併せて「民主主義と人権の擁護」を侵した国に対する制裁処置の発動が確認され

ている。アジアにおいても，紛争の処理型 PKOではなく，「紛争予知・防止型」の組織が形

成されることが望まれる。ただしアジアに向かつて 日本は「非軍事的対応」で向かわなけれ

ば，アジアの諸国の信頼を得ることはできないであろう（11）。

3 武力によらない相互協力 協力の主体は，「国家 ・政府・企業 ・NGO・個人」とさ まざ

まであり，かつ武力によらなくてもなしうるものはかなりある。 ODAにしても， ー世界ーの金

額を誇りながら，その内容たるや貧弱なものであった。つま り，ヒモ付きの助成金であり，

政府の利害に応じて分配されてきた。湾岸戦争時，エジプト， トルコ， ヨルダンへ20億ドル

出され，本当に困窮していた，イエメン，スーダンには出されていない。かつて示された「非

核国，武器禁輸国， 民主国，人権擁護国」の四原則を盛り込んだ， ODA基本法の制定が望ま

れる。国家の対応としてさらに必要なことは，国際人権条約に進んで加入し，外国人の人権

にさらに理解を示すことである。国会図書館がリスト・アップしたわが国が未批准の国際条

約は，総計230にのほる (1九人権関係では，「奴隷条約，人種差別条約，死刑廃止条約等」人

身の自由に関するものが多い。また，有機廃棄物の越境移動を禁止する，「パーセ、、ル条約」は

国内法の問題で批i伎を見合わせている。平和と環境問題は，国境を越えて解決に当たらねば

ならない問題であるがゆえに，環境問題への消極姿勢こそただちに是正しなければなるまい。

かつての侵略先であるアジアの諸国に対しては，協力以前に償いがなされなければならず，
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かつての戦争被害者に対する各種の保障を為すと同時に定住外国人や難民への誠意ある対応

がなされなければならない。例えば，カンボジアでは， PKOも必要で、あろうが，それ以上

に，食料不足，不 卜分な医療，復興のための技術者不足が目立っているという。カソ リック

のグループが「丸腰民間監視団」を送り，さわやかな印象をわれわれに与えてくれた（1九

VI むすび

PKO協力法案を憲法解釈学と憲法政策学の両方の観点から概観したが，とくに，自衛隊と

隊員を海外に派遣することの問題点を主張したつもりである。この問題は自衛隊の本質と今

後の存在意義を問うことであるが，憲法の解釈と政策からしても妥当するものではない。こ

の一点からも PKO協力法案は廃棄すべきと思われる。政府の側の思惑は，「国際貢献」とい

う美名の下でなん とか自衛隊の存在意義を認めさせ， とくにこれを海外に派遣しうることの

第一歩を踏みだそうとしようとしている。われわれがむしろ出来ることは，憲法第 9条の普

遍的意味を確認しつつ，この規範的枠の中で国際協力できることを再確認し，これをただち

に笑行する ことである。例えば， PKO協力法案と同時並行的に国会に上程さている， 「国際

緊急援助隊派遣法」の自衛隊を｜徐いた形での充実が期待される。この法案への実質審議がほ

とんどなされないのは残念なことである。この法案の具体化は，国民の側の意識の変革と協

力がなければ不可能である。専門家集団を形成するためには，公務員と民間企業の協力を仰

がなければならなし、。この点を立ち遅れを早く認識すべきである。 例えば，フラ ンスでは，

最近，人道援助副大臣を新設し，人道援助を外交の柱とした。近時，アメリカとの経済摩擦

に嫌気がさ して， 日本は「新孤立主義」に向おうと もしている。 これは囲内の充実を考慮し

たものであるが，もはや孤立は成り立たないのであり，人道的な外交路線が一層ひかれるこ

とを期待したい。

J王

(1) 詰法解釈学についての最近の業績は著しいものがある。例えば，ii野箆秋『違慾の慾法解釈H尚

学社，1990），内野正幸『j革法解釈の論理と体系』（日本評論社，1991），長谷部恭男『権力への懐

疑』（日本評論社，1991）等。

(2) この法案の問題点については，筒井 ・成田 ・樋口・山内の対談，ジュリ970号，古川純「国連平

和協力法案の虚像と実像」法律H抑制3巻 1号，等参照。

(3）全国憲法研究会編の「慾法問題 2J 1991，が「国際社会と日本国懲法」を特集している。とく

に，j前田賢治「戦後理論史ににおける憲法と条約」がこの点に触れている。

(4) PKO法案についての論点については，次の業績を参照されたい。筒井 ・成田 ・樋口・山内の対

談，ジュ リ991号，LLI内・7引｜｜・植木・久保田 ・林・荻原 ・植！jff「PKO法案10の問題点」法セミ 445
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号，緑風出版編集『PKO問題の争点』，前田哲男 rPKO.l （岩波ブックレッ ト）等。

(5) 条文の内容については，注の最後につけた資料を見ていただきたい。

(6) 国連事務総長が要請する PKFの武装水準からすれば，迫撃砲，バズーカ砲，無反動砲などの兵

器を装備できた。

(7) 拙稿「今日の公安笹祭に対する憲法的評価（ユ」専ー修法学論集47号。

(8）奥平康弘「憲法以前の憲法問題」世界91,4月，同「9条ゆさぶる 『特例政令jの下旭上j月刊

Asahi 91,5。

(9) 小林直樹『憲法政策学』（日本評論社， 1991）を参照した。学会て、の初めての体系番て、ある本書

は，慾法政策学の位tl3 を l lj~ らかにすると問H寺にその内容を明らかにしている。

(I助 手島孝が書評でコメン卜しているように，怒法の本質的改編のレベルを政策で語ることの難し

きが残る，法律II寺報63巻13号218頁。

(II) 前田哲男「改めていう， PKOの)JR、則 とは」世界1992,2, 14頁。

(I司朝日新聞91,12,24，朝刊。

(I司 同， 91, 11, 25，朝刊。国連事務総長の安保理への報告（92,2,20）によれば， UNTACは，人

権，選挙，軍事，行政， 翌年察，難民帰還，復旧からなり ，予算の見積も りは20億ドルとされてい

る。

＊． 本稿は研究会報告を下敷きにして再現した。そこで出された議論を踏まえて書きなおしたところ

もある。適切な資問に感謝する しだいである。性格上，注は最小限にした（1992,2, 29）。
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＜資料＞ 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案

第 3条

三 国際平和協力業務 国際連合平和維持活動のために実摘される業務で次に掲げるもの

及び人道的な国際救援活動のために実施される業務で次のヌからレまでに掲げるもの（これ

らの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。以下同じ。）であって，海外で行われるものをい

つ。

イ 武力紛争の停止の遵守状況の監視又は紛争当事者間で合意された軍隊の再配置若し〈

は撤退若しくは武装解除の履行の監視

ロ 緩街地帯その他の武力紛争の発生の防止のために設けられた地域における駐留及び巡

回

ハ 車両その他の運搬手段又は通行人による武器（武器の部品を含む。ニにおいて閉じ。）

の搬入又は搬出の有無の検査又は確認

ニ 放棄された武器の収集，保管又は処分

ホ 紛争当事者が行う停戦線その他これに類する境界線の設定の援助

へ紛争当事者聞の捕虜の交換の援助

ト 議会の議員の選挙，住民投票その他これらに類する選挙若しくは投票の公正な執行の

監視又はこれらの管理

チ 瞥祭行政事務に関する助言若しくは指導又は笹察行政事務の監視

リ チに掲げるもののほか，行政事務に関する助言又は指導

ヌ 医療（防疫上の措置を含む。）

ル被災民の捜索若しくは救出又は帰還の援助

ヲ 被災民に対する食糧，衣料，医薬品その他の生活関連物資の配布

ワ 被災民を収容するための施設又は設備の設置

カ 紛争によって被害を受けた施設又は設備であって被災民の生活上必要なものの復旧又

は整備のための措置

ヨ 紛争によって汚染その他の被害を受けた自然環境の復旧のための措置

タ イからヨまでに掲げ、るもののほか，輸送，保管（備蓄を含む。），通信，建設又は機械

器具の据付け，検査若しくは修理

レ イからタまでに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務
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合同研究会の討論のなかから

古 川 純（司会）

臨時国会に上程されていた「PKO協力法案」は， 自民・公明両党の強引な国会運営によっ

て1991年11月27日の衆院国連平和協力特別委で強行採決された。自衛隊に国際的任務を与え

る自衛隊海外派遣＝派兵法という，憲法解釈のみならず戦後史の枠組みを変更する重要な争

点に対して，十分な国民的合意を得ないで強引に先を急〈手法は， 位論の厳しい批判をあび

た。宮沢内閣の屋台骨を揺るがしかねない政治倫理の問題の登場も手伝って，法案は急速に

推力を失い，「ガラス細工」と評された脆い解釈を条件とする法案は，実質的には崩壊したと

いってよい状態にある。

合同研究会開催にいたる経緯を少し述べると，「PKO協力法案」の強行採決と法案の迷走

状態のなかで，法研・社研所員の聞から，「国連平和協力法案」（1990.11廃案）の際に企画さ

れた社研・法研・経営研・会計研・人文研・商研の 6研究所共催の公開シンポジウム「中東

問題と憲法」（1990.10.31，福島新吾「イラク・クウェート問題の背景」・古川 純「湾岸危

機を利用する自衛隊『派兵Jの違憲性」，社研・月報330号掲載）のような企画が考えられな

いかとの意見が出された。そこで，前の公開シンポの講演者をつとめた古川｜が両研究所の事

務局の橋渡しを行い， 1992.1.18開催の社研・法研・人文研・経営研・商研の5研究所共催の

合同研究会が開催された次第である。 PKOへの参加問題は，そもそも国際法と憲法の双方に

またがり，学際的領域を占める。研究会では，森川所員に国際法学の観点から，石村所員に

憲法学の観点から報告していただいたが，その構成は， I.PKOとは何か［森JIJ], II. PKO 

協力法案の問題点の理論的検討＝ 1.憲法の観点から［石村］， 2. 国際法の観点から［森

JI J]' III.憲法政策としての「国際貢献」［石村］であった。月報掲載にあたっては，適宜調

整されている。論点は多数出され，討論もそれに応じて活発になされたが，司会のところで

整理すると，次のようになる。

Iについて ①湾岸戦争後の PKOの再評価の問題： ：PKOは朝鮮国連軍へのマイナス評

価として出てきた。いわば冷戦の産物で、ある。しかし，安保理における旧ソ連（ロシア）・中

国と米英仏が湾岸戦争終結に向けて協力一致したことで， PKOへの積極的評価が行われてい

るが，国連内部で PKOの根拠付けに関する法的決着の動きはどうなるだろうか。 PKOはそ
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の憲章上の法的根拠について不安定さがあり，また安保理に広い裁量権を付与することには

問題があるだろう。安保理の大国主義には問題があり，さらにアメリカによる操作の問題も

ある。②国連における武力行使と PKO(PKF）の違いについて：コンゴ国連軍が内戦に巻き

こまれて犠牲者を出したこと，これから予想されるカンボジァの地雷問題に見られるように

それをめぐって紛争拡大の恐れがあること，ユーゴでの ECのへリ撃墜事件などを見ると，

「シキイjがはっきりしていないのではないか。また，コ ンブのケースを見ると， PKOの同

意原則と国連の強制措置をの「垣担」は低くなっているのではないか。

IIについて ① PKO 5原則と UNIKOMについて.5原則は冷戦時代に形成された。ポ

スト冷戦の PKOである UNIKOMは変質してきているのではないか。形式的にイラクの「同

意」はあるが，本来の PKOの場合とはやはり違う。これを機に新しい（国連の強制措置に近

寄った） PKOというものができる可能性がある。②国外に派遣された自衛隊には「自衛」の

ための武力行使ということは可能か： PKO(PKF）の一員として operationを行う場合は，

自衛隊として「自衛jを行うわけではなく，国連指揮官の指揮命令下で国際組織として行動

するのであるから，国連の定めたルールに従うことになるのではないか。その際，自衛隊は

人的物的組織休の一部として国際的な武力紛争の解決の一貫として武力を行使することにな

るから，第 9条の下で個別的自衛権に恨拠をおいて作られた自衛隊の行動としては認められ

ないというべきではないか。③国連への「協力」と憲法：日本政府は国連加盟申請時に第 9

条に基つ‘く fltlJ約があることを述べて留保している し，憲章43条は兵力の提供等に関しては安

保理と加盟国が特別協定を結ぶこととし，加盟国はそれを「各自の憲法上の手続きに従って」

批准することとされていのである。安保理の強制措置の場合札各国は憲法上可能な国連「協

力jをすればよいのであるから，ましてや PKOへの参加は憲法の許す範囲に限られる。④「武

器使用」と「武力行使J：部隊の指郷官の命令による「武球使用Jは，部隊としての「武力行

イ吏Jに何故ならないのか。⑤ポスト冷戦と国連憲章：国連憲章と日本国憲法前文の理念は本

来一休のものであったが，冷戦状況下で機能しなかった。ポス ト冷戦を迎えていまやそれが

機能する環境ができてきたと言えるのではないか。第 9条はこれまで「拒否」のための規範

として用いられてきたが，それで果たしてよいのか。今の自衛隊の派兵ではなく，自衛隊を

縮小して PKOのための組織（もはや自衛隊ではない）にし， PKOへ参加させることはどう

だろうか。⑦隊員の武器保有と自衛官の「武器使用jについて：後方支援のための 「武探使

用」， 自衛隊法95条の武器等防誕のための「武器使用」の可能性もある。現地に到達する前の

段階における公海上の「武探使用」ということもありうるだろう。⑧民間への協力要請は一

種の徴用にならないか。⑨「業務」や「武探」について政令で定めると して，法案が重要な
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項目を政令に委任しているのは，国会の統制を排除することになり，危険で‘ある。

IIIについて カンボジァ派遣の PKO(UNTAC）は，国連によるカンボジァ占領ではない

かとの批判がある。日本の UNTAC参加は，旧日本とは別の新たなカンボジァ占領になる恐

れはないのか。 （司会・古川純）

＜編集後記＞

本号は，去る 1月18日に社研を含めた本学の 5研究所（社研，法研，人文研，経営研，商

研）の共催で行われた「PKO協力法案」をめぐる合同研究会での，報告と討論を基にした特

集号である。

世界情勢の大きな変化を背景にした，問題そのものの重要さといった要因ぽかりでなく，

文字どおり，現在進行形で進んでいるといった意味でも，自の離せない問題であり，時宜を

得て開催された研究会には，予定していた会場を埋める多くの参加者があった。またフロア

ーでも，熱っぽいやり取りが交わされたと聞く 。

ところで，他の研究所との共催の中，社研の月報にこの原稿を預けたことを有り難く思う。

司会を担当された古川所員の労に負うところが大きい。が，本号の発行がちょうど年度末に

あたり，予算の年度内執行等の関係で時間に追われ，原稿執筆者の方々には，だいぶ時間的

な無理をお願いした。ここに改めてお詫び、とお札を申し上げたい。 (H.H) 
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